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郵便局株式会社（東京都千代田区、代表取締役会長 古川 洽次）では、2011 年 8 月 1日（月）から

31 日（水）までの 1 ヶ月間を「全国郵便局強盗対策強化月間」とし、全国警察のご協力を得て、全社

的に強盗事件抑止に向けた各種施策の取組み強化を実施します。 
 

本年 6 月は、郵便局を狙った強盗事件が単月で 10 件発生（民営化以降、単月では最多）するなど、

その多発が懸念されております。そこで郵便局株式会社として、このような郵便局を狙った強盗犯罪

の抑止に全力で取り組み、お客さまに安心して郵便局をご利用いただけるよう、今般、「全国郵便局 

強盗対策強化月間」として取り組むこととしたものです。 

なお、強盗対策に関して強化月間を設けて対策を実施するのは、郵便局株式会社としては初の取組

みです。 
 

 この強化月間の実施に当たり、7 月 27 日（水）、埼玉県警察本部及び狭山警察署のご協力を得て、  

弊社代表取締役会長古川洽次出席のもと、関東支社管内の埼玉県狭山郵便局において強盗模擬訓練等

を実施いたしました。 

 この訓練の中で、古川会長は、「郵便局はお客さまの財産を守る「地域の安心・安全の場」であるべ

きであり、そのためにもこの強化月間において、強盗模擬訓練など、しっかりとした強盗対策を行い

たい。」と決意を述べました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便局株式会社 経営企画部 渉外室 

Tel:03-3504-4127   Fax:03-3508-9736 

【お客さまのお問い合わせ先】 

郵便局株式会社 総務部 

Tel: 03-3504-4624 

「全国郵便局強盗対策強化月間」の実施について 

強盗模擬訓練の様子 カラーボール投てき訓練をする社員 

挨拶する古川会長 挨拶する狭山警察署長 



 

 

 

 

【参考】 

 

○ 「全国郵便局強盗対策強化月間」中の主な対策 

   

 1 警戒腕章の着用と局前警戒の実施 

   （1） 局長等が警戒腕章を着用し、1 日数回局前の警戒を実施 

   （2） 強化月間期間中は、窓口社員も警戒腕章を着用 

  

2 「強盗対策強化月間」の周知 

   強化月間期間中は、「全国郵便局強盗対策強化月間 期間 8月 1 日～8月 31 日」と記した周知用

掲示物を掲出 

 

 3 強盗検挙情報の掲出 

   郵便局の強盗検挙情報を郵便局入口等に掲出 

 

 4 強盗対策訓練の実施 

   郵便局（部会等）での強盗対策訓練（強盗模擬訓練、カラーボール投てき訓練、警察官による

講話等）を計画的に実施 

 

 5 基本動作の再確認の実施 

   強盗防止のための基本動作の再確認（来局されたお客さまへの声かけの徹底、通報ボタンの  

確認、出退社時の注意確認等）を実施 

 

 6 カラーボール、身長計等の適正配置 

   （1） カラーボールをお客さまから見えやすく、強盗犯人追跡時に社員が取りやすい位置に配置 

   （2） 犯人の特徴を識別しやすくするよう出入口付近等に身長計を貼付 

 

 

 

 

 


